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　　１．金額審議について

　　　　　　　　　　　　　　　　提示なし。

　　　　時間額７６７円　（＋１５円）　（平成２９年１２月１５日指定日発効）で労使双方一致したため、最低賃金審議

　 　

 

香川地方最低賃金審議会

第３回　香川県冷凍調理食品製造業最低賃金専門部会　議事要旨

 

開　　催　　日　　時   平成29年10月5日　14時55分～15時14分

出　　席　　状　　況

　公益を代表する委員 　出席３人 　定数３人

　労働者を代表する委員 　出席３人 　定数３人

　使用者を代表する委員 　出席３人 　定数３人

　　　　　　　　　８００円台にすべきとの意見もあったが、＋１５円でやむを得ないことを確認した。

主　　要　　議　　題

　

 １　冷凍調理食品製造業最低賃金について（金額審議）

議　　事　　要　　旨

　　　　　　前回の続きとして労働者側の確認結果等の説明を求めたところ、

　　　　　　　労働者側　　　　提示額７６７円（＋１５円）について持ち帰って各単組に説明した結果、本来であれば

　　  

　

　　　　　　　使用者側　　　　特に意見なし

　　　会令6条5項を適用し、香川労働局長に答申された。


